
広
告

健診は健康づくりの第一歩！～受けよう！特定健診・がん検診～

健診カレンダー（集団健診）令和令和88年度年度

月 日 受付時間 会 場
６月18日（木） ８：30～11：30

揖保川総合支所
６月19日（金） ８：30～11：30
７月４日（土） ８：30～10：30 揖西コミュニティセンター
７月８日（水） ８：30～10：30 香島コミュニティセンター
７月９日（木） ８：30～10：30 越部コミュニティセンター
７月10日（金） ８：30～11：30 新宮公民館

※詳細は健康ライフ４月号または市ホームページをご確認ください。
▶ 健康課（はつらつセンター内）（☎63・2112）

町
家
の
楽
校
in
龍
野

農
村
舞
台「
夜
比
良
の
渡

し
物
語
」出
演
者
・
ス
タ
ッ

フ
募
集

　

か
つ
て
、
揖
保
川
に
は
川
を
渡

る
た
め
い
く
つ
か
の
渡
し
場
が
あ

り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
の
一
つ
夜
比

良
の
渡
し
と
式
内
社
夜
比
良
神
社

の
歴
史
を
題
材
に
し
た
、演
出
、脚

本
、
舞
台
美
術
の
制
作
な
ど
全
て

が
手
作
り
の
創
作
劇
で
す
。
歴
史

学
習
や
ま
ち
歩
き
も
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■	

対
象
者　

小
学
生
以
上（
10
月

４
日
（
日
）
14
時
～
15
時
の
公

演
と
６
月
か
ら
９
月
に
実
施
す

る
週
２
回
の
稽
古
に
参
加
で
き

る
方
）

■	

募
集
人
数　

20
名
程
度

■	

参
加
費　

無
料（
保
険
料
は
別

途
徴
収
し
ま
す
）

■	

申
込
方
法　

電
子
申
請
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼	

龍
野
歴
史
文
化
資
料
館

	

（
☎
63
・
０
９
０
７
）

市ホームページ
はこちらから

たつの市  健診

住まいの耐震化促進事業 5月25日（月）～12月28日（月）募集期間

令和８年度から特定（基本）健診の対象年齢を20歳以上※に拡大しています。
※令和９年３月31日現在満年齢

簡易耐震診断簡易耐震診断
　昭和56年５月以前に着工した住宅（旧耐震住宅）に対し、市が簡易耐震診断員を派遣して
調査・診断を行い、耐震性の評価などをまとめた報告書をお渡しします。
■自己負担　3,150円（木造戸建住宅の場合）

住まいの耐震化補助金住まいの耐震化補助金
　旧耐震住宅で耐震性のないものに対し、耐震改修工事費などの一部を助成します。
　補助メニューについては次の７種類があります。

※各制度における詳細はお問い合わせください。　▶ 建築住宅課（☎64・3165）

１	住宅耐震改修計画策定費補助
■対象経費	 耐震診断・補強設計に

要する費用
■補助金額	 最大20万円

２	住宅耐震改修工事費補助
■対象経費	 耐震改修工事に要する

費用
■補助金額	 最大115万円

３	簡易耐震改修工事費補助 
■対象経費	 耐震診断・補強設計・

簡易な耐震改修工事に
要する費用

■補助金額	 最大60万円

４	屋根軽量化工事費補助 
■対象経費	 屋根の軽量化工事に要

する費用
■補助金額	 最大60万円

５	シェルター型工事費補助 
■対象経費	 耐震シェルターの設置

に要する費用
■補助金額	 最大60万円
※全居住者が65歳以上の場合は最大
115万円

６	除却工事費補助
■対象経費	 除却工事に要する費用
■補助金額	 最大50万円
※空き家は対象外

７	防災ベッド等設置補助
■対象経費	 防災ベッド等の設置に

要する費用
■補助金額	 定額10万円

補助金の「代理受領」が
できます

　代理受領とは、申請者の委任
があれば、工事業者が申請者の
代わりに補助金を受領すること
です。これにより申請者は、工
事費と補助金の差額のみを工事
業者に支払えばよくなります。

住宅耐震化 無料無料 相談会　 建築士に相談ができる絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。

■とき（全て13時30分～16時30分）
●第１回 ６月19日（金）　  ●第２回 ７月17日（金）　  ●第３回 ８月21日（金）　  ●第４回 ９月18日（金）

■ところ　建築住宅課　※予約制のためお問い合わせください。

お
知
ら
せ

防
災
行
政
無
線
を
活
用
し

た
試
験
放
送
を
実
施

　

こ
の
放
送
は
、
総
務
省
消
防
庁

の
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
通

称「
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
」）か
ら
配
信
し

た
情
報
を
受
け
、
市
内
全
域
の
防

災
行
政
無
線
か
ら
試
験
放
送
を
流

す
も
の
で
す
。
試
験
放
送
で
す
の

で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■	

放
送
日
時　

６
月
３
日（
水
）11

時
ご
ろ

※	

台
風
な
ど
の
自
然
災
害
に
伴
う

災
害
対
応
な
ど
に
よ
り
右
記
の

日
程
で
試
験
放
送
を
流
せ
な
い

場
合
は
、
７
月
１
日（
水
）を
予

備
日
と
し
ま
す
。

■	

放
送
内
容　

最
初
に
上
り
チ
ャ

イ
ム
、「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

の
テ
ス
ト
で
す
。」
を
３
回
、
最

後
に
下
り
チ
ャ
イ
ム
を
放
送
し

ま
す
。

▼	

危
機
管
理
課
（
☎
64
・
３
２
１ 

９
）

児
童
手
当
に
つ
い
て

　

次
の
変
更
が
あ
っ
た
方
は
届
け

出
が
必
要
で
す
。
様
式
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
い
た
だ
け
ま
す
。

（
１
）	

養
育
状
況
の
変
更
に
伴
い
、支

給
対
象
と
な
る
児
童
お
よ
び
多

子
加
算
算
定
対
象
で
あ
る
子
の

人
数
に
増
減
が
あ
っ
た
と
き

（
２
）	

受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
お

よ
び
多
子
加
算
算
定
対
象
で

あ
る
子
の
住
所
・
氏
名
が
変

わ
っ
た
と
き
（
他
の
市
町
村

や
海
外
へ
の
転
出
も
含
む
）

（
３
）	

受
給
者
が
配
偶
者
を
有
す
る

に
至
っ
た
と
き
、
ま
た
は
配

偶
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

（
４
）	

受
給
者
の
加
入
す
る
公
的
年

金
制
度
の
種
別
が
変
わ
っ
た

と
き（
受
給
者
が
公
務
員
に

な
っ
た
と
き
、
公
務
員
で
な

く
な
っ
た
と
き
を
含
む
）

（
５
）	

生
計
を
維
持
す
る
程
度
が
高

い
者（
生
計
中
心
者
）が
変
更

に
な
っ
た
と
き

（
６
）	

国
内
で
児
童
お
よ
び
多
子
加
算

算
定
対
象
で
あ
る
子
を
養
育
し

て
い
る
者
と
し
て
、
海
外
に
住

ん
で
い
る
父
母
か
ら
「
父
母
指

定
者
」の
指
定
を
受
け
る
と
き

※
多
子
加
算
算
定
対
象
の
子
：
養

育
し
て
い
る
大
学
生
年
代
（
18

歳
か
ら
22
歳
）
の
子
の
う
ち
、

第
３
子
以
降
の
多
子
加
算
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
子
の
こ
と

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

　

市
で
は
、
受
給
者
の
現
況
を
公

簿
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
で
、
現

況
届
の
提
出
を
不
要
と
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
次
の
方
は
、
引
き
続

き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

（
１
）	

受
給
者
と
対
象
児
童
の
住
所

が
異
な
る
方

（
２
）	

離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別

居
さ
れ
て
い
る
方

（
３
）	

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ

り
住
民
票
の
住
所
地
が
た
つ

の
市
と
異
な
る
方

（
４
）	

法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、

施
設
等
の
受
給
者
の
方

（
５
）	

大
学
生
年
代
の
子
で
、
多
子

加
算
算
定
対
象
と
な
っ
て
い

る
子
の
う
ち
、
学
生
で
は
な

い
子（
無
職
・
そ
の
他
）を
養

育
し
て
い
る
場
合

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出

を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
様
式
は
、
次
の
窓
口
に
設
置
し

て
い
ま
す
。

■	

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

児
童
福
祉
課（
☎
64
・
３
１
５
３
）

●新
地
域
振
興
課（
☎
75
・
０
２
５
５
）

●揖
地
域
振
興
課（
☎
72
・
２
５
２
３
）

●御
地
域
振
興
課（
☎
３
２
２
・
１
４ 

５
１
）

特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）

受
給
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
有
効

な
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

11
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
受

給
者
証
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
次
の
期
間
に
更
新
申
請
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

■	

更
新
申
請
受
付
期
間

	

６
月
８
日
（
月
）～
８
月
14
日

（
金
）

※	

10
月
30
日
ま
で
更
新
申
請
の
受

け
付
け
は
可
能
で
す
が
、
新
し

い
受
給
者
証
の
発
送
は
、
11
月

１
日
以
降
と
な
り
ま
す
の
で
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

※	

更
新
手
続
き
の
ご
案
内
は
、
更

新
受
付
開
始
日
ま
で
に
、
各
受

給
者
宛
に
お
送
り
し
ま
す
。
案

内
が
更
新
受
付
開
始
日
ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
、
左
記
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■	

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

龍
野

健
康
福
祉
事
務
所 

地
域
保
健

課（
☎
63
・
５
１
３
９
）

電
子
申
請
は

こ
ち
ら
か
ら

NewNew

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら
か
ら

2026 年 5 月号 2026 年 5 月号

【
市
外
局
番
】
龍
野
（
０
７
９
１
）    

新
宮
（
０
７
９
１
）    

揖
保
川
（
０
７
９
１
）    

御
津
（
０
７
９
）

45


